
事 務 連 絡 

平成 26 年 3 月 28 日 

 

 

 

地方厚生（支）局医療課長 殿 

 

 

                                        厚生労働省保険局医療課  

 

 

「先進医療の取消しについて」に係る取扱いについて 

 

 

今般、先進医療の施設基準の見直し等に伴い、厚生労働大臣の定める先進医

療及び施設基準（平成 20 年厚生労働省告示第 129 号）の一部が平成 26 年 3 月

26 日をもって改正され、平成 26 年 4 月１日から適用されることとなったとこ

ろである。 

ついては、別添の参考資料１（保険適用となる先進医療）及び参考資料２（廃

止となる先進医療）に示す先進医療については、平成 26 年 4 月 1 日より先進

医療から取り消されることから、「先進医療の取消しについて（厚生労働省発

保 0328 第 16 号）」に示すとおり、速やかに対象保険医療機関に対し、先進医

療に係る保険医療機関の承認を取り消す旨を文書により通知願いたい。 

なお、通知の書式については、別添の参考資料３及び参考資料４を参考とす

ること。 

なお、先進医療に係る保険外併用療養費については、先進医療の届出を受理

場合は当月）１日より給付されるものであることを申し添える。 

 



《参考資料１》

告示
番号

（従前）
先進医療技術名 都道府県 実施している医療機関の名称

石川県 金沢大学附属病院

山形県 国立大学法人　山形大学医学部附属病院

大阪府 近畿大学医学部附属病院

福岡県 産業医科大学病院

山口県 山口大学医学部附属病院

福岡県 九州大学病院

東京都 慶應義塾大学病院

高知県 高知大学医学部附属病院

秋田県 秋田大学医学部附属病院

福岡県 福岡大学病院

京都府 京都府立医科大学附属病院

東京都 東京大学医学部附属病院

広島県 広島大学病院

群馬県 国立大学法人群馬大学医学部附属病院

東京都 杏林大学医学部付属病院

福岡県 久留米大学病院

愛媛県 愛媛大学医学部附属病院

長崎県 長崎大学病院

北海道 旭川医科大学病院

大分県 大分大学医学部附属病院

東京都 東京医科歯科大学歯学部附属病院

千葉県 東京歯科大学千葉病院

神奈川県 鶴見大学歯学部附属病院

大阪府 大阪大学歯学部附属病院

宮城県 東北大学病院

長崎県 長崎大学病院

東京都 昭和大学歯科病院

広島県 広島大学病院

東京都 日本大学歯学部付属歯科病院

平成26年4月1日より保険適用される先進医療技術
（平成26年3月1日現在）

14 難治性眼疾患に対する羊膜移植術

Ｘ線ＣＴ画像診断に基づく手術用顕微鏡を用いた歯根
端切除手術

29



告示
番号

（従前）
先進医療技術名 都道府県 実施している医療機関の名称

新潟県 新潟大学医歯学総合病院

北海道 旭川医科大学病院

北海道 市立函館病院

大阪府 大阪医科大学附属病院

愛知県 愛知医科大学病院

大阪府 大阪大学医学部附属病院

三重県 三重県立総合医療センター

東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院

京都府 京都大学医学部附属病院

東京都 独立行政法人国立病院機構　東京医療センター

大阪府 公益財団法人　日本生命済生会　付属日生病院

大阪府 公益財団法人田附興風会医学研究所　北野病院

神奈川県 横浜市立大学附属市民総合医療センター

富山県 富山県立中央病院

岡山県 倉敷成人病センター

茨城県 筑波大学附属病院

大阪府
地方独立行政法人大阪府立病院機構　大阪府立成人病セ
ンター

大阪府 独立行政法人労働者健康福祉機構　大阪労災病院

熊本県 熊本赤十字病院

福岡県 産業医科大学病院

石川県 石川県立中央病院

福岡県 済生会福岡総合病院

東京都 慶應義塾大学病院

京都府 京都府立医科大学附属病院

神奈川県 公立大学法人　横浜市立大学附属病院

岐阜県 岐阜市民病院

神奈川県 医療法人社団 三成会 新百合ヶ丘総合病院

東京都 日本医科大学付属病院

広島県 広島市立広島市民病院

三重県 国立大学法人　三重大学医学部附属病院

東京都 東邦大学医療センター大橋病院

大阪府 大阪府立急性期・総合医療センター

大阪府 市立貝塚病院

神奈川県 横浜市立市民病院

神奈川県 大和市立病院

神奈川県 医療法人社団　緑成会　横浜総合病院

鹿児島県 鹿児島大学病院

愛知県 豊橋市民病院

大阪府 近畿大学医学部附属病院

奈良県 奈良県立医科大学附属病院

東京都 武蔵野赤十字病院

愛知県 藤田保健衛生大学病院

40 腹腔鏡下子宮体がん根治手術



告示
番号

（従前）
先進医療技術名 都道府県 実施している医療機関の名称

群馬県 群馬大学医学部附属病院

東京都 東京大学医学部附属病院

東京都 国立精神・神経センター病院

大阪府 近畿大学医学部附属病院

鳥取県 鳥取大学医学部附属病院

山口県 山口大学医学部附属病院

栃木県 自治医科大学附属病院

東京都 東京都立松沢病院

福島県 公立大学法人福島県立医科大学附属病院

新潟県 医療法人楽山会　三島病院

千葉県 学校法人日本医科大学　千葉北総病院

京都府 独立行政法人国立病院機構　舞鶴医療センター

島根県 島根大学医学部附属病院

東京都 東京警察病院

石川県 金沢医科大学病院

東京都 昭和大学医学部附属東病院

奈良県 奈良県立医科大学附属病院

香川県 医療法人社団以和貴会　いわき病院

大阪府 大阪医科大学附属病院

沖縄県 琉球大学医学部附属病院

山梨県 山梨大学医学部附属病院

東京都 慶應義塾大学病院

鳥取県 独立行政法人国立病院機構鳥取医療センター

愛知県 医療法人　愛精会　あいせい紀年病院

大分県 大分大学医学部附属病院

東京都 東邦大学医療センター大森病院

広島県 医療法人社団　仁鷹会　たかの橋中央病院

北海道 ＮＴＴ東日本札幌病院

広島県 三菱三原病院

岡山県 川崎医科大学附属病院

福岡県 済生会福岡総合病院

宮城県 ＪＲ仙台病院

三重県 三重県厚生農業協同組合連合会　松阪中央総合病院

兵庫県 神戸掖済会病院

千葉県 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院

44
光トポグラフィー検査を用いたうつ症状の鑑別診断補
助

内視鏡下筋膜下不全穿通枝切離術45



告示
番号

（従前）
先進医療技術名 都道府県 実施している医療機関の名称

北海道 北海道医療大学病院

広島県 広島大学病院

大阪府 大阪歯科大学附属病院

宮城県 東北大学病院

神奈川県 学校法人　北里研究所　北里大学病院

群馬県 群馬県立小児医療センター

大分県 大分大学医学部附属病院

岩手県 岩手医科大学附属病院

滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院

宮城県 東北大学病院

栃木県 自治医科大学附属病院

滋賀県 社会医療法人誠光会　草津総合病院

千葉県 学校法人東邦大学　東邦大学医療センター佐倉病院

大阪府 大阪大学医学部附属病院

大阪府 関西医科大学附属枚方病院

福岡県 九州大学病院

歯科用ＣＡＤ・ＣＡＭシステムを用いたハイブリッドレジ
ンによる歯冠補綴

46

胸腔鏡下動脈管開存症手術50

腹腔鏡下スリーブ状胃切除術51



《参考資料２》

告示
番号
（従前）

先進医療技術名 都道府県 実施している医療機関の名称

東京都 東京大学医学部附属病院

大阪府 医療法人愛仁会　高槻病院

長野県 国立大学法人　信州大学医学部附属病院

4
造血器腫瘍細胞における薬剤耐性遺伝子産物Ｐ
糖蛋白の測定

静岡県 浜松医科大学医学部附属病院

12 ミトコンドリア病の遺伝子診断 東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院

21
Ｑ熱診断における血清抗体価測定及び病原体遺
伝子検査

― ―

32
セメント固定人工股関節再置換術におけるコン
ピュータ支援フルオロナビゲーションを用いたセメ
ント除去術

― ―

膝靱帯再建手術における画像支援ナビゲーション2

平成26年3月31日をもって廃止となる先進医療技術
（平成26年3月1日現在）



《参考資料３》 

○○発第○○○号 

平成○○年○○月○○日 

 

 

○○市○○町１－２－３ 

 

○○病院 

○○ 太郎 様 

 

 

                                   ○○厚生（支）局長    

 

 

先進医療取消通知書 

 

 

 下記申請における先進医療については、平成 26 年４月１日から保険適用となるこ

とから、先進医療から取り消すので通知する。 

なお、先進医療に係る保険外併用療養費については、先進医療の届出を受理場合 

 

記 
 
 
１ 受理番号     （○○）第○○○号 
２ 取消年月日    平成○○年○○月○○日 
３ 該当先進医療   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 
 
 
 
 



《参考資料４》 

○○発第○○○号 

平成○○年○○月○○日 

 

 

○○市○○町１－２－３ 

 

○○病院 

○○ 太郎 様 

 

 

                                   ○○厚生（支）局長    

 

 

先進医療取消通知書 

 

 

 平成 26 年４月１日より、下記申請における先進医療を取り消すので通知する。 

 なお、当該取消により、同日以降に下記に掲げる先進医療と保険診療との併用は認

められない。 

 

なお、先進医療に係る保険外併用療養費については、先進医療の届出を受理場合 

 

記 
 
 
１ 受理番号     （○○）第○○○号 
２ 取消年月日    平成○○年○○月○○日 
３ 該当先進医療   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 
 
 
 
 


